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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアシリンダを備えた吸着部を有し、鉗子を保持する鉗子保持部が形成された第一のユ
ニットと、
　エアシリンダを備えた吸着部を有し、鉗子を保持する鉗子保持部が形成された第二のユ
ニットと、
　前記第一のユニットに接続される少なくとも三本のガイドワイヤと、
　前記三本のガイドワイヤのそれぞれを覆い、前記第二のユニットに接続される少なくと
も三本のガイドチューブと、
　前記第一のユニットにおけるエアシリンダに気体を供給する第一のエアチューブと、
　前記第一のエアシリンダ内に配置され、前記吸着部と前記第一のエアチューブを接続す
る第一のコネクタと、
　前記第二のユニットにおけるエアシリンダに気体を供給する第二のエアチューブと、
　前記第二のエアシリンダ内に配置され、前記吸着部と前記第二のエアチューブを接続す
る第二のコネクタと、
　を有し、
　前記第一のコネクタと前記第二のコネクタは前記ガイドワイヤの延伸方向に沿って見た
場合に逆方向に折れ曲がっているよう構成され、前記第一のエアチューブ及び前記第二の
エアチューブはそれぞれ前記エアシリンダ及び前記鉗子保持部の間の位置に配置される、
患者の腹壁にぶら下げて移動させる腹腔鏡手術支援用ロボット。
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【請求項２】
　前記三本のガイドワイヤの伸縮を制御する制御部を有する請求項１記載の腹腔鏡手術支
援用ロボット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、腹腔鏡手術支援用ロボットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　腹腔鏡手術とは、患者の体内に腹腔鏡を挿入してモニタに体内の映像を表示させつつ、
腹腔鏡と同様に鉗子類を体内に挿入し、モニタの表示を見ながら患者に対し行う手術をい
う。この手術は皮膚の切開創及び筋肉組織の損傷を少なく抑えることができ、術後の痛み
を少なくし、術後の回復を速めることができるといった利点がある。
【０００３】
　ところが一般に、腹腔鏡や鉗子類は長い棒状の部材を有しており、これらが手術の動作
の制限をもたらす場合が多い。これは術者に高度な技術を要求することを意味する。
【０００４】
　このため、腹腔鏡手術においてこの操作を補助する支援システムがあると有用である。
従来の腹腔鏡の支援用マニュピレータに関する技術として、複数の節を有し自由度を付加
した腹腔鏡用の長鉗子マニュピレータの提案がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　確かに、複数の節を有し自由度を付加した腹腔鏡用の長鉗子マニュピレータによると、
腹腔鏡手術において複雑な動きを容易に行うことができるようになる。
【０００６】
　しかしながら、上記技術であっても、患者の体外にマニュピレータが配置されている以
上これが動きの制限として依然残ってしまう。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記課題を鑑み、手術における制限をより少なくする新規な腹腔鏡
手術支援用ロボットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題について鋭意検討を行ったところ、患者の体外にマニュピレー
タを配置するのではなく、患者の体内において自由に移動等を行うことができるロボット
の有用性に着目した。そして特に、人間の内臓上ではなく、腹壁の内側に吸着可能なロボ
ットとすることで、手術中に人間の内臓が動いた場合であって安定的に移動が可能となる
点に着目し、本発明を完成させるにいたった。
【０００９】
　すなわち、本発明の一観点に係る腹腔鏡手術支援用ロボットは、吸着部を有する第一の
ユニット及び第二のユニットと、第一のユニットに接続される少なくとも三本のガイドワ
イヤと、三本のガイドワイヤのそれぞれを覆い、第二のユニットに接続される少なくとも
三本のガイドチューブと、を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　以上本発明により、手術における制限をより少なくする新規な腹腔鏡手術支援用ロボッ
トを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。ただし、本発明は
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多くの異なる形態による実施が可能であり、以下に示す実施形態、実施例の記載にのみ限
定されるものでないことはいうまでもない。
【００１２】
　図１は、本実施形態に係る腹腔鏡手術支援用ロボット（以下「本ロボット」という。）
の概略を示す図である。
【００１３】
　本図で示すように、本ロボット１は、吸着部２１１、２２１を有する第一のユニット２
１及び第二のユニット２２と、第一のユニット２１に接続される三本のガイドワイヤ３１
、３２、３３と、これら三本のガイドワイヤ３１、３２、３３を覆い、第二のユニット２
２に接続される三本のガイドチューブ４１、４２、４３と、を有することを特徴の一つと
する。
【００１４】
　本実施形態に係る第一のユニット２１及び第二のユニット２２は、本ロボットの主たる
骨格をなすものであり、一対となって手術時において患者の体内を移動可能とするために
役立つものである。まず図２に、第一のユニット２１の概略図を示しておく。
【００１５】
　本図で示すように、本実施形態に係る第一のユニット２１は、ガイドワイヤを固定する
ための固定部２１２、２１３、２１４を有し、三本のガイドワイヤ３１、３２、３３はこ
の固定部のそれぞれにおいて固定されている。また第一のユニット２１には、鉗子を保持
する鉗子保持部２１５が形成されている。本ロボットは、手術中この鉗子を鉗子保持部２
１５に保持し、体内を自在に移動し、所望の場所に鉗子を運ぶことができる。なお、鉗子
保持部２１５としては、限定されるわけではないが、第一のユニット２１を貫く貫通孔と
しておくことは設計容易の観点及び不必要な脱落を防ぐ上で好ましい一例である。また、
本ロボットが所望の場所に移動した際、鉗子をユニットから抜く、又は前進若しくは後退
させるための仕組みを別途設けておくことは有用である。
【００１６】
　また本実施形態に係る第一のユニットは、吸着部２１１を有している。吸着部２１１を
設けることで、本ロボットは患者の体内に挿入された後、患者の腹壁中にぶら下がること
が可能となる。吸着部２１１の構成については、限定されるわけではないが、本ロボット
は患者の体内において移動可能であることが必要となるため、吸着及び解放が容易かつ正
確に制御可能であることが好ましく、この限りにおいて限定されるわけではないが、例え
ばエアシリンダを用いることは好ましい一例である。エアシリンダ２１１１を用いた場合
の第一のユニット２１の概略断面図を図３に示しておく。
【００１７】
　また、本図の例で示すように吸着部２１１にエアシリンダ２１１１を採用した場合、吸
着する部分にコネクタ２１１２を配置し、このコネクタ２１１２にエアチューブ２１１３
を接続、固定してなることが好ましい。このようにすることで上記ガイドワイヤと同様、
外部に制御部を設け、気体（例えば空気）の供給等の制御を行ない、腹壁への吸着（減圧
時）、腹壁からの開放（加圧時）を制御することが可能となる。なお、コネクタ２１１２
をガイドワイヤの延伸方向から見た場合の図について図４に示しておく。
【００１８】
　また第一のユニットには、三本のガイドワイヤ３１、３２、３３が配置されており、上
記の通り三本のガイドワイヤ３１、３２、３３が固定部２１２、２１３、２１４において
固定されている。なお三本のガイドワイヤ３１、３２、３３は、外部の制御部に接続され
ており、この制御部を操作することでガイドワイヤを押し又は引き、前進、後退及び上下
運動が可能となる。具体的な三本のガイドワイヤの配置としては、本ロボットの動きをス
ムーズに行なうことができる限りにおいて限定されるわけではないが、例えば図１で示す
ように、第一のユニットの上部（吸着部の配置されている側）に左右一対に二本配置し、
第一のユニット下部（吸着部の配置されている側とは反対の側）に一本配置することが好
ましい。このような構成をすることで、例えば三本のガイドワイヤすべてを等しく押すこ
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とで前進が、等しく引くことで後退が可能となり、上部右側（ガイドワイヤの存在する方
向から見た場合の右側をいう。）のガイドワイヤを押すことで左向きの動作が、上部左側
のガイドワイヤを押すことで右向きの動作が可能となり、上部左右のガイドワイヤを前に
押すことで下向きの動作が、下部のガイドワイヤを前に押すことで上向きの動作が可能と
なる。
【００１９】
　また図５に、第二のユニット２２の概略図を示す。本図で示すように、本実施形態に係
る第二のユニット２２は、第一のユニット２１とほぼ同様な形状を有している。また第二
のユニット２２も、ガイドチューブを固定するための固定部２２２、２２３、２２４を有
し、三本のガイドチューブ４１、４２、４３はこの固定部のそれぞれにおいて固定されて
いる。また本実施形態に係るガイドチューブ４１、４２、４３は、第一のユニットにおけ
る三本のガイドワイヤのそれぞれを覆っており、ガイドワイヤ３１、３２、３３はガイド
チューブ４１、４２、４３の内部を自在に摺動可能となっている。この結果、第一のユニ
ット２１と、第二のユニット２２とはガイドワイヤ又はガイドチューブの延伸する方向に
沿って重畳するように形成されている。また、第二のユニット２２には、第一のユニット
２１と同様に、鉗子を保持する鉗子保持部２２５が形成されている。
【００２０】
　また第一のユニット２１と同様、第二のユニット２２には、上記の通り三本のガイドチ
ューブ４１、４２、４３が配置されており、更に三本のガイドチューブ４１、４２、４３
は外部の制御部に接続されている。この結果、この制御部を操作することでガイドチュー
ブを押し又は引き、前進、後退及び上下運動が可能となる。例えば、例えば三本のガイド
チューブすべてを等しく押すことで前進が、等しく引くことで後退が可能となり、上部右
側（ガイドチューブの存在する方向から見た場合の右側をいう。）のガイドチューブを押
すことで左向きの動作が、上部左側のガイドチューブを押すことで右向きの動作が可能と
なり、上部左右のガイドチューブを前に押すことで下向きの動作が、下部のガイドチュー
ブを前に押すことで上向きの動作が可能となる。特に、ガイドチューブを採用することで
ユニットに力を加えやすいといった効果があり、更に、そのガイドチューブ内のガイドワ
イヤに力を加えた際、ガイドワイヤが撓むことでユニットに十分な力を伝えないことを防
止することができるようになる。
【００２１】
　また第二のユニット２２にも、第一のユニット２１と同様に、鉗子を保持する鉗子保持
部２２５が形成されている。本ロボットは、手術中この鉗子を鉗子保持部２２５に保持し
、体内を自在に移動し、希望の場所に鉗子を運ぶことができる。なお、鉗子保持部２２５
としては、限定されるわけではないが、第二のユニット２２を貫く貫通孔としておくこと
は設計容易の観点及び不必要な脱落を防ぐ上で好ましい一例である。また、本ロボットが
希望の場所に移動した際、鉗子をユニットから抜く、又は前進若しくは後退させるための
仕組みを別途設けておくことは有用である。なお、上記構成から明らかなように、第一の
ユニット２１の鉗子保持部２１５と第二のユニット２２の鉗子保持部２２５は、ガイドワ
イヤ又はガイドチューブの延伸する方向に沿って重畳するように形成されている。
【００２２】
　また本実施形態に係る第二のユニット２２も、第一のユニット２１と同様、吸着部２２
１を有している。吸着部２２１を設けることで、本ロボットは患者の体内に挿入された後
、患者の腹壁中にぶら下がることが可能となる。吸着部２２１の構成については、限定さ
れるわけではないが、本ロボットは患者の体内において移動可能であることが必要となる
ため、吸着及び解放が容易かつ正確に制御可能であることが好ましく、この限りにおいて
限定されるわけではないが、例えばエアシリンダを用いることは好ましい一例である。
【００２３】
　また、上記第一のユニット２１と同じように、吸着部２２１にエアシリンダ２２１１を
採用した場合、コネクタ２２１２を配置し、このコネクタ２２１２にエアチューブ２２１
３を接続、固定してなることが好ましい。このようにすることで上記ガイドワイヤと同様
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、外部に制御部を設け、エアチューブ２２１３により気体の供給が可能となり、気体の圧
力制御を行ない、吸着部の腹壁への吸着、腹壁からの開放を制御することが可能となる。
ただし、この場合において、第一のユニット２１のエアシリンダ２１１１と第二のユニッ
ト２２のエアシリンダ２２１１とは、別個の独立した気体の圧力で制御する必要、移動す
るユニットに追従する必要があるため、別々のエアチューブとすることが好ましい。とこ
ろで、第一のユニット２１の吸着部２１１と第二のユニット２２の吸着部２２１はいずれ
もガイドワイヤの延伸方向に沿ってみた場合に重複した位置となっているため、第一のユ
ニット２１のコネクタ２１１２と、第二のユニット２２のコネクタ２２１２とをガイドワ
イヤの延伸方向に沿ってみた場合に逆方向に折れ曲っているものを採用することが好まし
い。このようにすることで、二本のエアチューブを並んで配置させることができるように
なる。なお、第一のユニット２１に接続されるエアチューブは、第二のユニットを貫通し
て配置されていることが占有面積、体積を少なくする上で好ましい。図６に、第二のユニ
ットに配置されるコネクタ２２１２の概略図を、図７に、第一のユニットに接続されるエ
アチューブ２１１３、第二のユニットに接続されるエアチューブを含め、ガイドワイヤの
延伸方向に沿ってみた場合における第二ユニットの正面図を示しておく。
【００２４】
　以上の通り、腹腔鏡手術の際、腹部に空ける穴から本ロボットに鉗子を装着して挿入し
、所望の位置まで容易に移動させることができる。より具体的には、穴にロボット挿入用
の筒を体内に挿入し、その筒の天井に本ロボットを吸着させ、移動させて腹壁まで導き、
更にその後、患者の体内の所望の位置まで移動させることができる。
【００２５】
　本ロボットのより詳細な移動の方法としては、上記の構成から明らかであるが、いわゆ
る尺取虫の移動動作に似た以下の手順で動かすことができる。
【００２６】
（１）初期状態
　第一のユニット２１の吸着部２１１及び第二のユニット２２の吸着部２２１いずれも腹
壁又は体内に挿入する筒の上面に吸着させる。
【００２７】
（２）第一のユニットの開放、第一のユニットの前進
　第一のユニットの吸着部２１１を腹壁又は筒の上部から開放して、第一のユニット２１
に接続される三本のガイドワイヤを押すことで前進させる。一方、第二のユニット２２は
腹壁又は筒の上部に吸着させたままとする。第一のユニットは開放されているが、第二の
ユニットにより腹壁又は筒の上部に吸着されているため、本ロボットが落ちるおそれはな
い。なお、第一のユニット２１に接続される三本のガイドワイヤを細かく制御することで
、自在に方向を定めることができる。
【００２８】
（３）第一のユニットの吸着、第二のユニットの開放
　そして、第一のユニットを所定の距離進めた後、再び腹壁又は筒の上部に吸着させる。
一方、第二のユニットの吸着部のエアーを制御して、第二のユニットを腹壁又は筒の上部
から開放させる。
【００２９】
（４）第二のユニットの前進、第二のユニットの吸着
　開放状態の第二のユニットを、ガイドチューブを操作することで前進移動させる。第一
のユニットが既に前の位置において吸着されているため、ある程度の制限は受けるが、第
二のガイドチューブも直線以外に多少動かすことはできる。そして、所定の距離第二のユ
ニットを進めた後で、吸着部により第二のユニットを腹壁又は筒の上部に吸着させる。
【００３０】
　本ロボットは上記の動きを繰り返すことで前進運動が可能となり、又は逆の手順で繰り
返すことで後退運動が可能となる。特に、本ロボットの構成によると、鉗子、ガイドワイ
ヤ、ガイドワイヤ、ガイドチューブ、エアチューブ等の配置を束ねる程度の面積で実現が
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者の腹部にあけられる穴であっても通過することが可能である。また、本ロボットは吸着
部を有して構成され、腹壁から釣り下がる構成となっているため、手術中に患者の内臓が
動いた場合であっても転倒の虞が少なく、しかも鉗子を上部から運ぶことができるため、
上部から所望の術部に配置させることが可能となり、更に部鉗子が腹部に引っかかってし
まうおそれも少なくなるといった極めて優れた効果がある。この結果、手術における制限
をより少なくする新規な腹腔鏡手術支援用ロボットを提供することができる。
【００３１】
　なお本実施形態においては、少ないワイヤ、チューブの数で十分な動きができようにす
るため三本のガイドワイヤ、ガイドチューブの例を採用しているが、更にガイドワイヤ、
ガイドチューブを追加し、より複雑な動作を可能とする構成としてもよい。
【００３２】
　また、本実施形態においては、第二のユニットに固定されるものをガイドチューブとし
ているが、これを第一のユニットと同様ガイドワイヤにしてもよい。この場合、第一のユ
ニットと第二のユニットのガイドワイヤの配置は適宜調整可能である。ガイドワイヤ同士
とする場合、ユニットに力を伝えにくくなってしまうといった課題があるが、旋回角度を
大きくできる利点がある。
【実施例】
【００３３】
　上記実施形態に係るロボットの作製を実際に行い、効果を確認した。具体的には、径２
０ｍｍの第一及び第二のユニット（それぞれ重さ約４ｇ）、三本のガイドワイヤ（各外径
１ｍｍ）、これを覆う三本のガイドチューブ（各外径３ｍｍ）を用い、実際のロボットを
作成し、粘着性のある豚の腹壁に吸着させて動作の確認を行なった。この結果、脱落する
ことなく非常に安定した移動を行うことが確認できた。なお吸着部としては、エアシリン
ダを用い、それに接続させるエアチューブも接続した。この結果、前進、左旋回、右旋回
、後退等の動作の自由度を確認するとともに、動いた場合であっても、本ロボットは、第
一のユニット及び第二のユニットに分けているため軽量化を図ることができ、脱落はなく
、信頼性が高いことがわかった。なお実際に作成したロボットの写真図を図８に示してお
く。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、腹腔鏡手術支援用ロボットとして、産業上の利用可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本実施形態に係る腹腔鏡手術支援用ロボットの概略を示す図である。
【図２】本実施形態に係る第一のユニットの概略を示す図である。
【図３】本実施形態に係る第一のユニットの概略を示す断面図である。
【図４】本実施形態に係る第一のユニットに配置されるコネクタの概略を示す図である。
【図５】本実施形態に係る第二のユニットの概略を示す図である。
【図６】本実施形態に係る第二のユニットに配置されるコネクタの概略を示す図である。
【図７】本実施形態に係る第二のユニットの概略（エアチューブを含めた）を示す図であ
る。
【図８】実施例において作製した腹腔鏡手術支援用ロボットを示す写真図である。
【符号の説明】
【００３６】
１…腹腔鏡手術支援用ロボット，２１…第一のユニット，２２…第二のユニット，３１・
３２・３３…ガイドワイヤ，４１・４２・４３…ガイドチューブ
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